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◇実習型雇用を実施した事業主には、実施後に国及び基金から奨励金・助成金が支給されます。 

（支給要件についてはＰ６をご覧ください） 

 

実習型雇用助成金等概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基金事業には別に「正規雇用奨励金（職場体験型）」があります。そちらの奨励金については「職場

体験型雇用支援事業のご案内」パンフレットをご参照ください。 

 

  

実習型雇用助成金等の概要図 

 

実習型雇用助成金 

６万円／月 

 

 

実習型試行雇用

奨励金 

４万円／月 

 

 

 

実習型雇用助成金 

 

１０万円／月 

 

 

正規雇用奨励金 

１００万円／人 

１期：６ヶ月 

５０万円 

２期：６ヶ月 

５０万円 

実習型雇用期間：原則６ヶ月 

本人との合意で３カ月超～６ヶ月でも可。 

○支給申請：実習型雇用終了翌日～１ヶ月 

途中退職（本人都合等）、途中での常用

移行の場合。 

⇒最後の月は就労割合により支給。 

○支給申請：１期・２期それぞれ経過後１ヶ月以内 実習型雇用助成金 

実習型試行雇用奨励金 

正規雇用奨励金１期 

教育訓練助成金 

最高５０万円／人 

（期間は１年以内） 

 

教育訓練助成金 

○支給申請：教育訓練終了～１ヶ月 

２期 

＜座学＞3 時間以下=2,000 円／1 日・1 人 

3 時間超=4,000／1 日・1 人 

＜実習＞600 円／1 日・1 人（1 日 3,000 円限度） 

※ 最高 50 万円限度／1 人 

教育訓練 

1 ヶ月以内に

常用雇 用に

移行 
正 規 雇 用 実 習 型 雇 用 

教育訓練開始前に教育

訓練計画書を提出 

支給申請 

そ
れ
ぞ
れ
に
申
請 

３ヶ月 ３ヶ月 


